
令和７年度 日本水道協会研修会における請求書の発行について 

１．請求書の発行 

令和７年度日本水道協会研修会における参加費の請求書は、マイページの「請求書及び入金先情報」に

て研修会開催初日の３週間前から表示可能となります（水道技術管理者資格取得講習会を除く）。マイペ

ージにおける請求書の表示内容等については、「令和７年度日本水道協会研修会 申込方法のご案内→２．

研修申込マイページの機能について」をご参照ください。 

なお、請求書の発行日等記載事項の訂正や、紙媒体での発行・郵送が必要な場合等は、以下によりご依

頼くださいますようお願いいたします（原則として各研修会開催初日の３週間前に発行いたします）。 

 

 

＜メールによる依頼方法＞ 

以下のとおりメールを研修国際部研修課（kenshukai@jwwa.or.jp）宛に送信してください。 

 

【件名】 

研修_受講料金請求書依頼 

 

【本文記載内容】 

以下の研修会について、受講料請求書を依頼します。 

①研修会名：  

②会場： 

③回数： 

④申込者勤務先・所属： 

⑤申込者名： 

⑥請求書宛名（必須）： 

⑦請求書日付（必須）： 

⑧請求書送付先住所：〒 

 

  

mailto:kenshukai@jwwa.or.jp


 

担当：日本水道協会研修国際部研修課  E-mail：kenshukai@jwwa.or.jp 

２．インボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応について 

日本水道協会研修会における参加費の請求書は、インボイス制度（適格請求書等保存方式）に対応し

た様式となっております。なお、研修会参加費は事前請求としているため、取引年月日は請求書を発行する日

付（原則として各研修会開催初日の３週間前）を採用しています。 
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